
年　月　日

明治31. 3.－ ・
(1898)

明治32. 1.21 ・
(1899)

明治34. 2. 1 ・
(1901)

　明治36. 2.10 ・ 日露戦争勃発。
(1903)

明治39. 9.－ ・
(1906)

明治41. 8.18 ・
(1908)

明治42. 7.－ ・
(1909)

明治45. 7.27 ・
(1912)

大正 2. 4.17 ・
(1913)

・

　大正 3. 7.28 ・ 第1次世界大戦勃発。
(1914)

大正 4. 4. 1 ・
(1915)

大正 5.－.－ ・
(1916)

大正 6. 7.－ ・
(1917)

  7.16 ・

　大正 7. 11.11 ・ 第1次世界大戦終結。
(1918)

　大正12. 7.－   9. 1 ・ 関東大震災発生。
(1923)

大正13. 7. 1 ・
(1924)

大正14.－.－ ・
(1925)

浅野セメント㈱（現、㈱デイ・シイ）が東京
深川工場の降灰問題のため、田島村に工場移
転し、操業を開始。
川崎町、大師河原村の住民が県知事に、浅野
セメントの工場進出により、粉じんが果樹の
生育に影響を与えるとの嘆願書を提出。

参　考　事　項川崎に関する事項

大師電気鉄道㈱（現、京浜急行電鉄㈱大師
線）川崎発電所が川崎町新宿に設立される。

大師電気鉄道が営業を開始。

京浜電気鉄道が営業を開始。

横浜製糖㈱（後の明治製糖㈱現在の大日本明
治製糖）が御幸村南河原に設立される。

東京電気㈱川崎工場（後の、㈱東芝堀川町工
場）が御幸村に設立される。

日本蓄音機製造㈱川崎工場（後の、日本コロ
ムビア㈱）が川崎町久根崎に完成。

川崎町議会全員協議会で「工場誘致を川崎の
町是」とすることを決議。

日本鋼管㈱（現、JFE㈱）が田島村渡田に工場
を新設し、同年12月に平炉操業を開始。

合資会社鈴木商店（現、味の素㈱）が川崎町
の多摩川畔に工場を新設し、翌年9月に操業開
始。

富士瓦斯紡績㈱川崎工場が川崎町久根崎に完
成し、昼夜操業を開始。

この年、鈴木商店の排出する塩素ガスが付近
の農作物に被害を与えたため、補償問題が起
こり翌年から賠償支払いを開始。

富士電機㈱、明治製菓㈱、日清製粉㈱鶴見工
場が操業を開始。

大師漁業組合、鈴木商店に対し工場排水が海
苔養殖に被害を与えていると申し入れる。

川崎町、御幸村及び大師町が合併、市制を施
行し「川崎市」となる。

Ⅲ　年表
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

昭和 2. 3. 9 ・
(1927)

 4. 1 ・ 田島町を川崎市に編入。

昭和 5.11.28 ・
(1930)

　昭和 6. 9.18 ・ 満州事変勃発。
(1931)

昭和 7. 3. 1 ・
(1932)

昭和 8. 8. 1 ・
(1933)

昭和 9. 4.12 ・
(1934)

昭和11.10.17 ・ 12.19 ・
(1936)

昭和15. 3.－ ・
(1940)

昭和16.12.10 ・ 12.8 ・ 太平洋戦争勃発。
(1941)

昭和20. 4.－ ・ 8.15 ・ 太平洋戦争終結。
(1945)

昭和25.－.－ ・ 6.25 ・ 朝鮮戦争勃発。
(1950)

　昭和26. 12.28 ・
(1951)

昭和27. 9.21 ・ 12.－ ・ ロンドンスモッグ事件。
(1952)

昭和28.－.－ ・ 7.27 ・ 朝鮮戦争休戦協定調印。
(1953) 12.15 ・ 熊本県水俣市で水俣病患者発

生。

昭和30. 9.－ ・
(1955)

12.23 ・

12.－ ・

米軍機による本格的空襲を受ける。

この頃から市民の大気汚染に対する苦情が増
え始める。

｢神奈川県事業場公害防止条例」
公布。（施行27.3.1）

 「京浜工業地帯造成事業促進協議会」発足。

大師地区の農作物が大気汚染による被害を受
ける。

大師地区住民が市議会に対し企業による有害
ガスやばい煙が人体や農作物に被害を与える
として、その防止について請願を行う。

市議会に「川崎市公害防止対策特別委員会」
を設置し、全議員で同委員会を構成し、公害
問題の協議等を行う。
市民による「川崎市煤煙対策協議会」が発足
し、ばい煙規制法制定運動を起こす。

南武鉄道（現、JR南武線）が川崎－登戸駅間
で営業を開始。

大師の漁業協同組合、海苔採取営業組合、京
浜運河㈱との間で、大師地先の公有水面埋立
事業に伴う漁業補償が妥結。

大師漁業協同組合が、鈴木商店に対し排水に
よる魚族死滅の補償要求の陳情を行う。

神奈川県議会、京浜工業地帯造
成工事の実施を議決。

市議会、工場ばい煙被害について内務省など
関係当局に意見書を提出。

県営の京浜工業地帯造成事業の第1工区（水江
町）、第2工区（夜光町）が竣工し、川崎市に
編入される。

鶴見臨海鉄道（現、JR鶴見線）の扇町－鶴見
駅間が全線開通。

大師、羽田等の漁業組合が鈴木商店（現、味
の素㈱）の排水による損害解決について、川
崎市、神奈川県、農林省へ陳情書を提出。

中原町を川崎市に編入。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

昭和31. 4. 2 ・ 4.20 ・ ｢都市公園法」公布。
(1956) （施行31.10.15）

7.－ ・ 6.11 ・ ｢工業用水法」公布、施行。

13 ・

・

昭和32. 3. 1 ・ 1.－ ・
(1957)

29 ・
12.－ ・

 － ・ 川崎市、千鳥町埋立事業に着手。
 5. 1 ・

7.30 ・

10. 1 ・ 神奈川県議会、扇島埋立事業の実施を議決。

昭和33. 4.21 ・ 神奈川県営扇島埋立事業の起工式を行う。 4.24 ・ ｢下水道法」公布。
(1958) （施行34.2.23）

12.25 ・

・

昭和34. 1.20 ・ 3.17 ・
(1959)

6.20 ・
（施行34.4.1）

12.23 ・

昭和35. 4.－ ・ 市営埋立第1区（千鳥町の一部）が完成。
(1960)　7.23 ・ 川労協、公害防止条例制定運動を起こす。

 10. 1 ・

17 ・

12.－ ・

・ 市営埋立第2区（千鳥町の一部）が完成。

昭和36. 4. 1 ・ 県営扇島埋立事業第1工区が完成。  10.－ ・
(1961)　5. 1 ・ 経済局商工課に「公害係」を新設。

 29 ・ ｢川崎市公害審査委員会」を設置。

昭和37. 3.－ ・ 5. 1 ・
(1962)

（施行37.8.31）
 4. 1 ・ 県営扇島埋立事業第2工区が完成。  6. 2 ・
8.31 ・

降下ばいじん量の測定のため、市内16か所に
デポジットゲージを設置。
川崎漁業協同組合、神奈川県と大師地先埋立
事業に伴う漁業補償について第1回交渉を行
う。

川崎臨海工業地帯造成工事（県営埋立）の起
工式を小島新田地先で行う。

衆議院商工委員会、市のばい煙等の実態調査
を行う。

｢公共用水域の水質の保全に関す
る法律」公布。（施行34.3.1）

｢工場排水等の規制に関する法
律」公布。（施行34.3.1）

｢川崎市公害除去施設助成要綱」制定。市内中
小企業者に対する助成を開始。

｢首都圏の既成市街地における工
業等の制限に関する法律（工業
等制限法）｣公布。

この年から翌年にかけて神奈川県企業庁・川
崎市及び東亜港湾工業と各地の漁業協同組合
が、埋立事業に伴う漁業補償協定を次々に調
印する（川崎11.7、横浜生麦11.13、東京大田
地先32.3.16、多摩川32.4.2）。

県営川崎臨海工業地帯造成事業第4工区の1
（浮島町の一部）が完成。

東燃石油化学㈱が浮島町に製油所及びナフサ
分解工場を完成させ、石油コンビナートを形
成。

｢建築物用地下水の採取の規制に
関する法律」公布。

神奈川県営埋立地処分協議会設置。埋立地の
分譲処分について検討を行う。

荻野医師・富山県医学会でイタ
イイタイ病の原因は三井金属神
岡鉱業所の排水と発表。

熊本大学医学部、水俣病の原因
は重金属で、新日本窒素の排水
と関係があると発表。 ｢川崎市都市公園条例」公布。（施行

32.4.1）

市内15か所で二酸化鉛法による硫黄酸化物濃
度の測定を開始。

直接請求による条例案を臨時市議会で否決す
るも、12.24市提案による「川崎市公害防止条
例」（旧公防条例）を公布、施行。
日石化学を中心とする諸工場により、夜光
町、千鳥町、及び扇町を含む地域に石油化学
コンビナートが形成。

県営川崎臨海工業地帯造成事業第3工区（浮島
町の一部）が完成。

川労協、法定数の署名を得て条例制定直接請
求書を市議会へ提出。

県営川崎臨海工業地帯造成事業第2工区（末広
町）が完成。

この年から翌年にかけて三重県
四日市市でぜん息患者が多発。

｢ばい煙の排出の規制等に関する
法律｣公布。（施行37.8.31）
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

昭和38. 3.30 ・
(1963)

 9. 1 ・

10.25 ・

昭和39. 3.－ ・ 3.31 ・
(1964)

7. 3 ・
 6.－ ・

 9.12 ・ 10.－ ・ 東海道新幹線営業開始。

12. 9 ・

昭和40. 1. 1 ・ 1.22 ・
(1965)

26 ・

  3.－ ・

4. 1 ・

・

昭和41. 4. 1 ・ 6.30 ・
(1966)

11.21 ・ 9. 1 ・

昭和42. 4. 1 ・ 6.－ ・
(1967)

 8. 1 ・ 8. 3 ・

9.－ 四日市ぜん息事件訴訟提起。
22 ・

昭和43. 3.－ ・ 3.－ ・
(1968)

4.－ ・

6.10 ・

・ ｢騒音規制法」公布。
 6. 7 ・ （施行43.12.1）

大気汚染集中監視装置を本庁舎に設置し、大
師保健所（現、川崎区役所大師支所）、川崎
保健所（川崎区砂子1-6-1）及び中原保健所
（現、中原保健福祉センター）の二酸化硫黄
等の測定値をテレメータで伝送し、常時監視
する体制を確立する。（稼働43.8.7）

市議会、川崎市の公害対策に関する意見書を
内閣総理大臣に提出することを可決する。

東名高速道路東京－厚木間開
通。
 ｢大気汚染防止法」公布、一部
施行。（完全施行43.12.1）

阿賀野川水銀中毒事件（新潟水
俣病）訴訟提起。

｢川崎市公害防止施設整備資金貸付要綱」を制
定、貸付を開始。
国設大気汚染測定所が田島保健所（現、田島
支援学校）に設置され、管理運営が市に委託
される。
川崎の石油コンビナートを構成する石油化学
30社が共同で、公害問題解消を図るため「川
崎地区コンビナート公害研究会（現、川崎環
境技術研究所）」を結成。

 ｢公害対策基本法」公布、施
行。

イタイイタイ病事件訴訟提起。

 ｢川崎市公害追放市民協議会」が結成され
る。

｢首都圏近郊緑地保全法」公布。
（施行41.12.15）
自動車（新型）排出ガスの一酸
化炭素濃度規制（行政指導）実
施。

市庁舎時計塔屋上にばい煙監視用テレビカメ
ラを設置。

県営川崎臨海工業地帯造成事業（末広町、浮
島町等）が完成。

県営川崎臨海工業地帯造成事業第4工区の2
（浮島町の一部）が完成。
市全域が、「ばい煙の排出の規制等に関する
法律」の指定地域となる。

 ｢工業等制限法」が東横線以東の地域（埋立
地を除く）に適用される。
川崎、横浜両市はスモッグ対策のため、測定
所を5か所設置。
二酸化硫黄濃度自動測定装置を大師支所
（現、川崎区役所大師支所）、中原保健所
（現、中原保健福祉センター）に設置。

川崎、横浜、千葉、四日市、大阪等の都市
が、「産業公害都市協議会」を結成、川崎市
長が会長となる。

二酸化硫黄濃度自動測定装置を川崎保健所
（川崎区砂子1-6-1）に設置。
 ｢工業等制限法」が改正され、工場等の新設
及び増設を制限する工業等制限区域に川崎、
横浜等が入る。（施行40.1.1）
川崎商工会議所、「工業等制限法」の川崎適
用について、埋立地を適用除外すること等の
要望書を神奈川県知事へ提出。

新潟県阿賀野川流域で有機水銀
中毒患者発生。

神奈川県「公害の防止に関する
条例」公布。（施行39.6.1）

経済局工業課公害係を衛生局に移し、公害課
を新設。
 ｢川崎市大気汚染注意報実施要領」を制定、
関係工場に対する注意報の発令体制を確立。

神奈川県、「川崎及び横浜地区
における大気汚染時の措置要
綱」を制定、スモッグ警報の発
令体制を確立。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

昭和44. 3. 6 ・ 2.12 ・
(1969)

 4.－ ・

 26 ・ 川労協、「公害対策特別委員会」を設置。
 4. 1 ・ 公害課を「公害部」に昇格。 5.23 ・

・
 6.－ ・ 水俣病事件訴訟提起。

5.24 ・ 12.25 ・

 6. 9 ・ 12.－ ・ 大阪空港訴訟提起。

7.17 ・

 29 ・

 9. 1 ・

12.2 ・

昭和45. 1. 1 ・ 2.20 ・
(1970)

4.21 ・

9 ・ 5.－ ・

2. 1 ・
7.18 ・

4. 1 ・ 10. 1 ・

・ 12.18 ・

5.10 ・

 8. 5 ・

7 ・  ｢川崎公害対策審議会」発足。
24 ・

・

・

10. 1 ・

・

12.25 ・

横浜、川崎両市で大気汚染注意報を同時発令
する広域発令体制を確立。

公害病認定患者とその家族により､｢川崎公害
病友の会」結成。
市内で最初の光化学スモッグが幸地区から多
摩地区にかけて発生し、多くの被害者がで
る。

日本鋼管㈱（現、JFEスチール㈱）など37社
（39工場）と「大気汚染防止に関する協定」
を締結。
昭和電工㈱川崎工場の排水口付近のヘドロか
ら多量のシアン、ヒ素、カドミウム、水銀な
どが検出される。

 ｢大気汚染による健康被害の救済措置に関す
る規則」に基づき、市独自で大師、田島の両
保健所管内を公害病認定地域に指定、被害者
救済を開始。

 ｢一酸化炭素に係る環境基準」
閣議決定。

 ｢公害に係る健康被害の救済に関する特別措
置法」に基づき、大師、田島の両保健所管内
が地域に指定され、国による救済開始。

東京都杉並区を中心に光化学ス
モッグが発生し、6,000人が目や
喉の痛みを訴える。

 ｢川崎市公害対策審議会条例」公布、施行。

 ｢川崎市公害防止条例（旧条例）」を廃止。

神奈川県公害センター川崎支所
開設。

｢いおう酸化物に係る環境基準」
閣議決定。
群馬県の調査により、安中市で
イタイイタイ病の要観察者を発
見。
第1回「公害白書（厚生省）」を
発表。

東京都、横浜市、川崎市が公害対策のため初
の汚染連絡会議を開催。
神奈川県、横浜市、川崎市が、日本鋼管㈱
（現、JFE㈱）の扇島前面海域埋立計画協議の
ため「扇島埋立対策協議会（現、扇島問題連
絡協議会）」を結成。

「大気汚染防止法」に基づく硫黄酸化物排出
基準の一部改正により、京浜地区に特別排出
基準が適用される。

日本鋼管㈱（現、JFEスチール㈱）、川崎市に
対して扇島前面海域に約550万 m２の埋立地を
造成し、京浜製鉄所の主力部門を移転したい
旨の申入れを行う。

川崎医療生協公害対策委員会など5団体により
「川崎から公害をなくす会」が結成される。

｢騒音規制法」による規制地域に指定され、規
制基準が適用される。

「公害に係る健康被害の救済に
関する特別措置法」公布、施
行。

 第64臨時国会（公害国会）で改
正公害対策基本法など公害関係
14法が可決成立（制定：「水質
汚濁防止法」「公害防止事業費
事業者負担法」「農地用の土壌
の汚染防止等に関する法律」
「廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律」等）。

庁内関係局間の連絡調整を図るため、「川崎
市公害対策連絡会議」を設置。
「大気汚染による健康被害の救済措置に関す
る規則」を制定、施行。

｢川崎市公害防止資金の貸付に関する条例」を
公布、施行。
大師、田島、川崎及び中原の各測定所にオキ
シダント濃度測定装置を設置。
扇島問題連絡協議会と日本鋼管㈱が同社京浜
製鉄所の主要部分を扇島埋立地に移転するこ
とに伴う「公害防止協定」を締結。

｢水質汚濁に係る環境基準」閣議
決定。
富山県黒部市、日本鉱業三日市
精錬所に起因するカドミウム汚
染を発表。

- 123 -



年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

昭和46. 3.－ ・ 2.－ ・
(1971)

4. 1 ・
3.12 ・

・
5.25 ・

（諮問45.11.17）
・ 5.26 ・

23 ・ 　　27 ・

5.10 ・ 6. 1 ・

27 ・ 6.10 ・

 31 ・
7. 1 ・ ｢環境庁」設置。

8.27 ・ 10.－ ・

12.28 ・
8.28 ・

 9.29 ・

10. 1 ・

15 ・

26 ・

 11.16 ・

昭和47. 1.12 ・ 1.11 ・
(1972)

14 ・ 　　－ ・

 2. 1 ・ 3.21 ・

6. 3 ・
3.28 ・ ｢川崎市公害防止条例」公布。

（施行47.9.27） 　　5 ・
4. 1 ・

・ ｢川崎市公害監視センター」完成。 　　6 ・
10 ・

5.－ ・

｢大気汚染防止法施行令」の一部改正により、
工場の立入調査権及び公害規制権限が大幅に
市へ委譲される。

愛知大学立川涼助教授ら、PCBが
鳥や魚に蓄積されていると発
表。
｢神奈川県公害防止条例（旧条
例）」公布。（施行47.9.11）
｢騒音に係る環境基準」閣議決
定。

市独自の水質管理計画に基づき、河川12地
点、海域12地点の定期水質調査を開始。
川崎市公害対策審議会、「公害病認定患者が
死亡した場合の措置について」答申。

市独自で東海道線以東の中央地区を公害病認
定地域に指定し、法に準じた内容の救済を開
始。
本庁舎前に「大気汚染状況電光表示盤」を設
置し、大師、田島、中央地区の二酸化硫黄濃
度等の表示を開始。
一般環境大気測定所を高津支所（溝口1-6-
10）、稲田保健所に設置。

市長が市内の鉄鋼、化学、石油等の大手工場
を視察し、各企業に対して公害防止計画の提
出を要請。
市長が公害病認定患者及びその家族と初の話
し合いを行う。

 ｢公害の防止に関する事業に係
る国の財政上の特例措置に関す
る法律」公布、施行。

公害病によるぜん息発作のため、市で最初の
学童犠牲者がでる。

滋賀県公害課、日本コンデン
サー草津工場周辺の水田、畔、
沈澱池の土から高濃度のPCBを検
出したと発表。

｢公害等調整委員会設置法」公
布。（施行47.7.1）

｢公害に係る健康被害の救済に関する特別措置
法施行令」の一部改正により、東海道線以東
の中央地区（川崎区から田島、大師地区を除
いた地区）が公害病認定地域に追加指定され
る。

PCB使用工場、下水処理場、日用品類、公共用
水域の水質・底質・魚類、地下水、水田土壌
及び大気等についてPCB汚染の実態調査を行
う。

 ｢川崎市光化学公害対策実施要領」を施行。

鹿島臨海工業地帯でシアン混入
粉じん事件発生。
 ｢水質汚濁に係る環境基準」告
示。

市内で最初の光化学スモッグ注意報を発令。

｢特定工場における公害防止組織
の整備に関する法律」公布、施
行。

｢悪臭防止法」公布。（施行
47.5.31）

 ｢神奈川県における光化学公害
緊急時の暫定措置要綱」施行。

一般環境大気測定所を御幸保健所（幸区戸手
本町1-11-1）に設置。

 公害病認定患者への総合対策として、医療救
済や療養環境の整備、生活保障の制度等を確
立。
 ｢首都圏から公害を追放し生命と暮らしを守
る会」が結成される。

川崎市公害対策審議会、「公害行政諸制度の
制定について」答申。（諮問46.10.19）

政令指定都市となり、川崎区、幸区、中原
区、高津区、多摩区の5区が誕生。

衛生局公害部を昇格し、「公害局」を新設。

市の公害病被認定者総数が1,000人を超える。

国は、「各種公共事業に係る環
境保全対策について」閣議了解
を行い、国の行政機関はその所
掌する公共事業について、あら
かじめ環境に及ぼす影響の調査
を行うよう指導する。

スウェーデンのストックホルム
で「国連人間環境会議」開催。

大手8社（8工場）と「大気汚染防止に関する
覚書」を交換。

｢浮遊粒子状物質に係る環境基
準」告示。
宮崎県医師会、土呂久地区住民
からヒ素を検出。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

6. 1 ・ 　　14 　・

　　22 ・ ｢自然環境保全法」公布。
 6.－ ・ （施行48.4.12）

7.24 ・

11 ・ 8.－ ・

12 ・
12.19 ・

8.18 ・

　　－ ・
－ ・

－ ・

9.21 ・

22 ・

27 ・

10. 1 ・ ｢川崎市区公害監視会議｣発足。
20 ・

11.－ ・ ｢自然環境保全審議会条例｣公布。
（49.4.1廃止）

12.－ ・ ｢自然環境保全審議会｣発足。
・ 本庁舎前に自動車排出ガス測定所を設置。

昭和48. 1. 1 ・ 4. 1 ・
(1973)

　　  9 ・
5. 1 ・

2.15 ・
　　8 ・

3.20 ・
　　16 ・

－ ・
　　22 ・

4.18 ・

5. 2 ・ 8.10 ・

21 ・

9. 1 ・  ｢都市緑地保全法」公布。
25 ・ （施行49.2.1）

・ 10. 5 ・
30 ・

　　－ ・
（諮問48.1.13）

6. 1 ・ 10.16 ・

26 ・

自然環境保全審議会、「川崎市の自然環境保
全に関する基本的事項について」答申。

｢二酸化硫黄に係る環境基準」改
定告示。
熊本大学第2次水俣病研究班、有
明海沿岸で水俣病患者が発見さ
れたと発表。

 ｢公害健康被害補償法」公布。
（施行49.9.1）
第1次石油ショックが起きる（第
4次中東戦争）。

遠藤町交差点、木月4丁目交差点に自動車排出
ガス測定所を設置。
｢川崎市光化学スモッグ被害者医療費支給要
綱」を制定、施行。
東京湾を囲む関係市の公害担当局部長会議を
川崎市で開催。

｢悪臭防止法」に基づく規制地域及び規制基準
値を告示。（施行48.5.31）

川崎の環境保全市民会議、市議会に対して
「みどりの条例」制定の直接請求を行う。
市内の大手42工場を対象とした「発生源亜硫
酸ガス自動監視装置」が完成。

｢川崎市公害防止条例」に基づき、「硫黄酸化
物」と「粉じん」に係る環境上の目標値を制
定告示。

東京湾を囲む都市の公害対策会議を川崎市で
開催。

川崎市公害対策審議会、「川崎市公害防止条
例の施行に必要な諸基準値について」答申。
（諮問47.6.13）
｢財団法人川崎市公害対策協力財団」設立。

市長、東京湾を囲む1都2県11市に対して広域
公害対策の推進について協力を要請する。

｢国連環境計画（UNEP）」発足。

公害対策基本法に基づく「神奈
川地域公害防止計画」策定、承
認。

播磨灘を中心に瀬戸内海で大規
模な赤潮が発生、養殖ハマチに
大きな被害を与える。

四日市公害訴訟の判決において
各企業の操業上の過失などが認
定された。

｢神奈川県大気汚染緊急時措置要
綱」制定、施行。

｢全市緑化作戦」の一項として、工場敷地内の
積極的な緑化を図るため、67社と「工場緑化
協定」を締結。

市独自で幸区（日吉地区を除く）及び堤根
（東海道線以西の川崎区）を公害病認定地域
に指定し、法に準じた救済を開始。
公害監視センターの大気汚染自動監視システ
ムが完成（神奈川県所管の高津区役所（高津
区溝口1-6-10）、多摩保健所（多摩区登戸
1785）の測定所を市に移管）。

市内で最初の「光化学スモッグ警報」が発令
される。
市長、「公害対策協力財団」の設立を商工会
議所会頭へ要請。

 ｢川崎市公害病認定患者救済基金制度」実
施。

川崎市長、横浜市長が共同で東京湾都市の広
域公害対策に係る首長会議の開催を提唱。

｢神奈川県公害防止条例施行規
則」一部改正（海域の排出基準
にBODを追加）。
｢道路運送車両の保安基準」一部
改正（点火時期調整、排ガス減
少装置の取付け等を義務付け
る。）。

｢二酸化窒素及び光化学オキシダ
ントに係る環境基準」告示。

｢大気汚染防止法施行令」一部改
正、工場等からの窒素酸化物の
排出基準を設定（第1次規制）。

宅地造成等の開発行為に伴う工事公害を未然
に防止するため、「開発行為等に関する工事
公害の防止のための指導要領」を定め、事前
指導を開始。

｢川崎市公害病認定患者療養生活補助費等助成
条例」を公布、施行し、48年1月1日にさかの
ぼって適用する。
衆議院公害対策並びに環境保全特別委員会委
員が、臨海工業地帯を視察。

大気汚染緊急時通報用ファックスの運転を開
始。

｢化学物質の審査及び製造等の規
制に関する法律」公布、一部施
行。（完全施行49.4.16）
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

9. 1 ・

・ 衛生局に「公害補償課」を新設。
10. 2 ・

4 ・

12.15 ・ ｢川崎市公害研究所」完成。
28 ・ ｢川崎市自動車公害対策基本要綱」制定。

昭和49. 1. 1 ・  1.21 ・
(1974)

3.27 ・ 光化学公害一斉通報装置が完成。
（61.3.31廃止） 3.30 ・ 名古屋新幹線公害訴訟提起。

－ ・ 5.20

4. 1 ・

 6. 1 ・ ｢生産緑地法｣公布。
・ （施行49.8.31）

7.18 ・
 7. 6 ・

8. 6 ・
 9.30 ・

9.27 ・

10.26 ・  11.30 ・
・

・

11.11 ・

11.30 ・

－ ・

12. 6 ・

公害健康被害補償法に基づき、川崎区（東海
道線以西の地域）及び幸区が認定地域に追加
指定され、国による救済が始まる。

多摩区王禅寺黒須田川流域のカドミウム汚染
緊急対策として、対策会議を設置し産米の一
時使用停止や環境調査等を実施。

｢川崎市公害防止条例」に基づき、窒素酸化物
（二酸化窒素として）に係る環境上の条件に
ついての目標値を設定、告示。
川崎市公害健康被害補償事業として、公害健
康被害補償法が関与しない49年8月以前に係る
過去分の補償、法律施行に伴う不利益の補
償、市民施設の建設について市長と企業、市
長と患者代表がそれぞれ確認書に調印。

市域の東京湾岸の底質から総水銀が検出さ
れ、水銀使用3工場（味の素、昭和電工、セン
トラル化学）と「公共用水域における底質の
浚渫に関する協定」を締結。

新川通交差点に自動車排出ガス測定所を設
置。
｢大気汚染防止法施行令、施行規則」の一部改
正に伴い、市内における硫黄酸化物に係る排
出基準が強化される。

水質汚濁に係る環境基準に一部
改正、告示。（水銀の基準強
化）

市の公害病認定者総数が2,000人を超える。

昭和50年度以降生産される自動
車の排出ガス量の許容限度告示
（日本版マスキー法:50年度規
制）。

神奈川県、騒音規制法に基づく
特定工場等において発生する騒
音について規制する地域等を指
定。

七大都市首長懇談会、｢自動車排
出ガス対策の推進に関する声明｣
を発表し、｢七大都市自動車排出
ガス規制問題調査団｣を設置。

｢土木局緑地部」を昇格し、「環境保全局」を
新設。
湿性大気汚染（酸性雨）に対する緊急対策と
して市内7か所で雨水のpH値等の測定を開始。

プールにおける光化学公害による被害防止対
策を定める。
川崎市公害対策審議会、「窒素酸化物対策に
ついて」答申。（諮問48.3.26）
｢川崎市公害防止条例施行規則」を一部改正し
窒素酸化物に係る総量規制の諸基準値を設
定。

大気汚染等に係る夜間常勤体制を実施する。

｢川崎市における自然環境の保全及び回復育成
に関する条例」を公布。（施行49.4.1）

｢大気汚染防止法施行規則｣一部
改正、総量規制施行。

｢川崎市公害防止条例」に基づく硫黄酸化物及
びばいじんに係る総量規制基準を適用。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

昭和50. 1. 1 ・ 2. 3 ・
(1975)

17 ・ ｢自然環境保全基本計画」を公表。 7.29 ・
3.31 ・

9. 4 ・

11. 1 ・
－ ・

6. 6 ・
12.10 ・

12 ・

 22 ・

 8.18 ・

22 ・

9.28 ・

昭和51. 1. 1 ・ 3. 5 ・
(1976)

・ 6.10 ・ ｢振動規制法｣公布。
（施行51.12.1）

3.－ ・

5.31 ・

10. 1 ・

4 ・

11. 1 ・

12. 8 ・

昭和52. 2. 8 ・ 皇太子殿下が公害研究所を視察。 5.－ ・
　　(1977)　20 ・

6.16 ・
 6.30 ・

7. 1 ・ ｢地域環境管理計画」を制定。
8. 1 ・

 11. 1 ・
（諮問51.11.9）

10. 5 ・

環境庁、環境影響評価法案の要
綱試案発表。

多摩川流域の環境浄化のため、流域自治体と
国の関係機関により「多摩川流域環境保全対
策連絡会議」を開催し、対策要綱を定める。

｢川崎市環境影響評価に関する条例施行規則」
公布。（施行52.7.1）

川崎市公害対策審議会、「川崎市における硫
黄酸化物に係る対策について」答申。

川崎市公害対策審議会、「炭化水素に係る対
策について」答申。（諮問50.9.10）

｢騒音規制法に基づく自動車騒音
の限度｣改定、告示。
｢神奈川県公害防止条例施行規
則」一部改正、施行（ばい煙に
係る有害物質の規制基準の強化
等を図る。）。

幸区以北の測定所で、昭和50年の二酸化硫黄
濃度が環境目標値を達成。

｢新幹線鉄道騒音対策要綱｣閣議
決定。

｢財団法人川崎・横浜公害保健センター」設立
が許可される。

中原、高津、多摩測定所で昭和49年の二酸化
硫黄濃度が環境目標値を達成。

高津十字路交差点に自動車排出ガス測定所を
設置。（60.3.31廃止）
市内で2回目の光化学スモッグ警報が発令され
る。
川崎港の京浜運河で多量の魚が浮上、海水か
ら高濃度のシアンが検出される（原因はＳ工
場の排水であると判明）。

東京湾を囲む27自治体の参加による「東京湾
岸自治体公害対策会議」発会式を川崎市で開
催。

川崎市長、神奈川県知事、東京都知事及び環
境庁長官が、多摩川及び流域を視察。
六価クロム使用工場等の緊急実態調査を開
始。

川崎区の大師、田島支所管内の二酸化硫黄濃
度平均値0.04 ppm以下を達成するための市条
例規制基準を適用。
市の公害病被認定者総数が3,000人を超える。

76世界環境展（東京・晴海）へ市の環境週間
行事の一環として“人間都市の展望と新しい
都市環境－川崎市の環境行政へのとりくみ
－”をテーマに出展。

日本鋼管㈱（現、JFEスチール㈱）京浜製鉄所
に係る公害防止協定（4者協定）の別紙・公害
防止対策を改定。

東京湾岸自治体公害対策会議事業の一環とし
て湾岸の大手工場等を対象に排水の一斉立入
り調査を実施。

｢川崎市環境影響評価審議会規則」を公布、施
行。

｢大気汚染防止法施行規則」一部
改正（ボイラーなどの窒素酸化
物排出基準を強化、規制対象施
設の種類を追加（第3次規
制））。

神奈川県、振動規制法に基づく
地域を指定、特定工場から発生
する振動の規制基準を制定施
行。

市内大手企業33社を対象とした公害自主規制
のための情報提供を行う「環境大気汚染状況
タイプ式通報装置」の送信装置が完成。
（61.3.31廃止）

｢大気汚染防止法施行令」一部改
正、工場等に係る窒素酸化物の
排出基準を強化、規制対象施設
の種類を追加。（第2次規制）

｢川崎市環境影響評価に関する条例」公布。
（施行52.7.1）

水質汚濁に係る環境基準の一部
改正、告示（PCBの設定）。
｢新幹線鉄道騒音に係る環境基
準｣告示。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

昭和53. 1. 1 ・ 3.31 ・
(1978)

・ 7.11 ・

10 ・

3.31 ・

4. 1 ・

7.25 ・

12.21 ・

昭和54. 2.24 ・ 　－ ・
(1979)

4. 1 ・

3.31 ・
6.12 ・

8.10
6.30 ・

12. 7 ・
（第4次規制）

 21 ・

昭和55. 1. 1 ・ 6.13 ・
(1980)

23 ・
9.－ ・

6. 2 ・
10.－ ・

7. 1 ・

11.－ ・

3 ・

8. 8 ・ ｢川崎市公園緑地審議会」発足。 ・
9. 1 ・

10.20 ・

12.18 ・

｢川崎市公害防止条例」に基づく窒素酸化物に
係る総量規制基準を適用。

｢川崎市公害防止条例及び施行規則」の一部改
正、炭化水素系物質に係る設備基準を施行。

｢悪臭防止法」に基づく追加3物質（二酸化メ
チル、アセトアルデヒド、スチレン）の規制
基準を告示。（施行53.1.12）
環境大気測定所を宮前区鷺沼配水所（宮前区
土橋3-1-2）に、自動車排出ガス測定所を多摩
区役所前にそれぞれ設置。
｢財団法人川崎・横浜公害保健センター」が業
務を開始。
市内の飲食店を対象に、騒音防止のための
リーフレットを配布し、特に深夜における騒
音（カラオケ等）の防止を呼びかける。
市内の大手32工場を対象とした「発生源窒素
酸化物自動監視装置」完成。

｢神奈川県公害防止条例」全面改
正、新条例公布。（施行
53.9.30）

｢水質汚濁防止法」一部改正、総
量規制を施行。
｢大気汚染防止法施行規則」一部
改正（ボイラーなどの窒素酸化
物排出基準を強化、規制対象施
設の種類を追加）。

｢二酸化窒素に係る環境基準」改
定、告示(1時間値の1日平均値
0.02 ppmを0.04 ppm～0.06 ppm
のゾーン内又はそれ以下）。

市議会第3委員会において「武蔵野南線騒音振
動対策に関する請願」、「武蔵野南線振動騒
音公害対策に関する陳情」が趣旨採択され
る。

一般環境大気測定所を麻生区百合丘第１公園
（麻生区百合丘2-10）に、自動車排出ガス測
定所を宮前区馬絹交差点にそれぞれ設置。

工場廃液を不法投棄したＫ工場を水質汚濁防
止法違反で告発。
廃液処理中に有毒ガス（硫化水素）漏出事故
を起こしたＭ工場に対し、操業停止を命ず
る。
大量の廃油流出事故を起こしたＵ工場に対
し、操業の一部停止を命ずる。

｢七大都市自動車技術評価委員会」を川崎市で
開催。
生活クラブ生活協同組合が母体となり、合成
洗剤追放の条例制定直接請求を行う。
市議会、直接請求による合成洗剤追放条例案
を否決するも、議員提案による「川崎市合成
洗剤審議会条例」を可決、公布。（施行
55.7.16）

環境庁長官、多摩川流域環境保全対策連絡協
議会の要望により多摩川流域を視察。

｢川崎市自動車公害問題調査研究専門委員会」
を設置。
川崎市公害対策審議会､｢窒素酸化物に係る当
面の対策について」答申。（諮問53.10.9）

｢川崎市公害防止条例施行規則」を一部改正、
窒素酸化物に係る規制基準の改定を行い、併
せて中間目標値の達成年次を告示。

「絶滅のおそれのある野生動植
物の種の国際取引に関する条約
（ワシントン条約）」発効。
［採択1973.3］

｢廃棄物その他の物の投棄による
海洋汚染の防止に関する条約
（ロンドン条約）」発効。［採
択1971.11］

｢国際的に重要な湿地に関する条
約（ラムサール条約）」発効。
［採択1971.2］

第1回「地球的規模の環境問題に
関する懇談会」開催。

東京湾水質総量規制に係る「神
奈川県総量規制基準」告示。

市全域で、昭和54年の二酸化硫黄濃度が環境
目標値を達成。

この年、第2次石油ショックが起
きる（イラン革命）。
中央公害対策審議会で「速やか
に環境影響評価の法制度化を図
られたい旨」、答申。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

昭和56. 3.31 ・ 4.28 ・
(1981)

・
6. 2 ・

6.26 ・

・

昭和57. 3.18 ・ 1. 1 ・
(1982)

4. 1 ・
（第1次）原告119人
　　　　 被告 国､国鉄､首都高速道路公団、
         民間企業12社

31 ・ ・

7.－ ・ 6. 1 ・

7. 1 ・

 10. 1 ・

昭和58.3.31 ・ 9.10 ・
(1983)

・

4.26 ・ 10.28 ・

30 ・
11.28 ・

7.20 ・

22 ・

8. 1 ・ ｢川崎洗剤対策推進方針」策定。
9.14 ・

（第2次）原告114人
　　　　 被告 国､国鉄､首都高速道路公団、
         民間企業12社

10. 4 ・ ｢川崎市合成洗剤審議会条例」廃止。
12.15 ・ ｢川崎市自動車公害問題協議会」設置。

自動車排出ガス測定所を麻生区多摩消防署柿
生出張所、川崎区池上新田公園に設置。

環境影響評価法案の閣議決定・
国会提出。（第94回国会）

大気汚染防止法による窒素酸化
物総量規制に係る「神奈川県に
おける総量規制基準」設定。

環境水質測定所を登戸排水路、ニヶ領用水の
上河原取水、矢上川にそれぞれ設置。（H19.9
廃止）
行政区再編により、高津区から宮前区が、多
摩区から麻生区が分区して誕生し7区制とな
る。

川崎公害病友の会の患者とその遺族らが、公
害の差止めと損害補償を求めて、訴訟を起こ
す。

｢神奈川県公害防止条例」一部改
正（深夜のカラオケ騒音を規
制）。
｢大気汚染防止法施行規則」一部
改正（ばいじんの規制基準強
化）。

｢水質汚濁防止法施行令」一部改
正（対象施設を追加）。

環境水質測定所を高津区の平瀬川に設置。
（H19.9廃止） ｢大気汚染防止法施行令」一部改

正（総量規制基準の指定ばい煙
として、窒素酸化物を指定、指
定地域として東京、神奈川、大
阪地域を指定）。

川崎公害病友の会の患者とその遺族らが、公
害の差止めと損害の補償を求めて訴訟を起こ
す。

環境水質測定所及び工場・事業場と公害監視
センターをテレメータで結ぶ「水質自動監視
システム」が完成。
環境水質測定所を麻生川、真福寺川にそれぞ
れ設置（H19.9廃止）。
川崎市自動車公害問題調査研究専門委員､｢か
わさきのより良い交通環境をめざして」と題
する提言を行う。
川崎市合成洗剤審議会､｢合成洗剤問題への川
崎市の対応指針について」答申。
市における洗剤に係る具体的対策を策定し、
その総合的かつ円滑な推進を図るため「川崎
洗剤対策推進委員会」を設置。
市内の公共水域における生活排水による水質
汚濁の防止を図るため、「川崎市生活排水対
策委員会」を設置。

環境影響評価法案が衆議院の解
散により審議未了・廃案。

騒音規制法に基づく「自動車騒
音の大きさの限度」一部改正
（大型トラック等の60年度規
制）。

｢大気汚染防止法施行規則」一部
改正（固体燃料燃焼ボイラーの
窒素酸化物排出基準並びに新設
に係る基準を強化）。（第5次規
制）

神奈川県、「東京湾富栄養化対
策指導指針」施行。
｢神奈川県公害防止条例施行規
則」一部改正（ばいじん排出基
準強化）｡

｢地域環境管理計画」の一部（緑地）を改正。

｢大気汚染防止法施行令」一部改
正（窒素酸化物総量規制の対象
工場等の規模に関する基準と総
量規制基準設定に係る基本的考
え方を示す。）。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

昭和59. 3. 1 ・ 8.－ ・
(1984)

 31 ・
8.28 ・

4. 1 ・ ｢川崎市生活排水対策推進要綱」施行。
5.17 ・

6.22 ・

9.26 ・

昭和60. 3. 9 ・ 6. 6 ・
(1985)

（第3次)原告107人
・ 　　　　被告 国､国鉄､首都高速道路公団、

　　　　民間企業12社
30 ・

－ ・

4. 1 ・ ｢川崎市基金条例」に「緑化基金」を新設。

昭和61. 3.14 ・ 10.30 ・
(1986)

4. 1 ・

・

6.－ ・

25 ・

（諮問58.12.21）
26 ・

 10. 1 ・

18 ・
 ～31
12. 6 ・ ｢川崎市環境問題研究委員会」発足。

18 ・

昭和62. 2. 9 ・ 9.26 ・
(1987)

6.21 ・ ｢水辺に親しむ親子教室」開催。 10. 7 ・
7. 1 ・

・
9.29 ・ 　　30 ・

東京都、神奈川県、川崎市他、流域35行政か
らなる「多摩川流域協議会」発足。

｢川崎市生活騒音の防止に関する要綱」施行。

瀋陽市との友好都市提携5周年を記念して、大
師公園内に中国庭園（瀋秀園）開園。

公害健康被害補償法の一部改正
法を公布。（施行63.3.1）
中央公害対策審議会、「公害健
康被害補償法41指定地域及び4指
定疾病の解除」。
｢公害健康被害補償法施行令」一
部改正。

｢財団法人川崎市緑のまちづくり協会」設立。

公害局、環境保全局、企画調整局環境管理部
の2局1部を合併、新たに「環境保全局」設
置。

61グリーンアップかわさき(第2次緑化大作
戦）を発表。

川崎市公園緑地審議会、「より快適な都市の
地域環境を創造するため市の公園緑地（含、
街路樹）はいかにあるべきかについて」答
申。（諮問56.2.20）

騒音振動測定車用にメタノール自動車を導
入。
かながわ都市緑化川崎フェア（かわさきグ
リーンピア86）を等々力緑地にて開催。

川崎区旭町2丁目の国道409号及び宮前区土橋1
丁目の市道尻手黒川縁のそれぞれ上り車線計2
か所に「自動車騒音電光表示板」を設置。

川崎市公害対策審議会、「川崎市における生
活騒音に係る対策について」答申。

中央公害対策審議会、｢水質の総
量規制に係る総量規制基準の設
定方法の改定について｣答申。

二子測定所（自動車排出ガス測定所）設置。

川崎公害病友の会の患者とその遺族らが、公
害の差止めと損害賠償を求めて、訴訟を起こ
す。

環境水質測定所を京浜運河に設置。（H19.9廃
止）
高津十字路測定所（自動車排出ガス測定
所）、道路拡張のため、測定中止。

環境影響評価報告書作成及び資料編等作成マ
ニュアル（住宅建設計画編）を定める。
環境水質測定所を有馬川、三沢川にそれぞれ
設置。（H19.9廃止）

｢川崎市ニヶ領用水水質浄化対策委員会」設
置。
シアン流出事故を起こしたＰ工場に対し、水
質汚濁防止法に基づき特定施設の使用一時停
止及び汚水等の処理方法の改善を命ずる。

 アルカリ性、酸性廃液流出事故を起こしたＳ
工場に対し、水質汚濁防止法に基づき、汚水
の処理方法の改善を命ずる。

「環境影響評価の実施につい
て」が閣議決定。「環境影響評
価実施要綱」のほか「公有水面
埋立法」、「港湾法」等の個別
法及び各省庁の行政指導によっ
て環境に及ぼす影響を調査する
ことを実施。

｢トリクロロエチレン等の排出に
係る暫定指導指針」を策定。

｢大気汚染防止法施行令」一部改
正、小型ボイラーの規制に、燃
料使用量の要件を追加。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

昭和63. 3.25 ・  2. 1 ・
(1988)

29 ・

5.－ ・
4.19 ・

9.－ ・

5.24 ・ 川崎市アスベスト対策推進協議会発足。
12. 4 ・ ・

（第4次)原告100人 ・
　　　　被告 国､国鉄､首都高速道路公団、
　　　　　　 民間企業12社

平成元. 3. 2 ・ 2. 1 ・
(1989)

23 ・

－ ・ 3.13 ・

30 ・

（諮問61.8.18）
31 ・ ・

4. 1 ・ 環境保全局に「管理部」新設。
・ ｢川崎市公害防止資金融資要綱」改正。 3. 29 ・

5. 1 ・ （施行元.10.1）
・

9. 1 ・

11. 9 ・ 第30回大気汚染学会を川崎市で開催。
 ～11

 10. 1 ・

・

12.27 ・

平成2. 2.14 ・ 多摩美ふれあいの森を設置（6,942 ㎡）。 3.16 ・
　　(1990)　15 ・

3.30 ・ 5.24 ・

4. 1 ・
9.22 ・

6.－ ・ 川崎市「ごみ非常事態」を宣言。
6. 6 ・ 第1回環境シンポジウム開催。
6. 8 ・ 第1回環境フェアを開催。 10. 2 ・

・

川崎市公害対策審議会へ「市内河川の水質管
理目標について」諮問。
川崎市基金条例を改正、「地域環境保全基
金」を新設。
｢川崎市有機塩素系化学物質に関する市内連絡
会議設置要綱」を策定。（H19.6廃止）

市内全域を対象とした「地下水概況調査」（3
か年計画）開始。

 ｢川崎市環境影響評価に関する条例施行規
則」一部改正（大規模建築物の新設を追
加）。（施行元.10.1）
一部改正（大規模建築物の新設を追加）。

神奈川県、ガスタービン、
ディーゼル機関及びガスエンジ
ンに係る窒素酸化物対策指導要
綱を施行。

中央公害対策審議会、「石綿製
品等製造工場から発生する石綿
による大気汚染の防止のための
制度の基本的な在り方につい
て」答申。

中央公害対策審議会、「トリク
ロロエチレン等を含み廃棄物の
最終処分基準等の設定につい
て」答申。

｢水質汚濁防止法施行令」一部改
正（有害物質としてトリクロロ
エチレンを追加）。

「気候変動に関する政府間パネ
ル（ICPP）」設定。

｢オゾン層を破壊する物質に関す
るモントリオール議定書」締

結。［採択1987.9］

公害パトロール車として、メタノール自動車
を導入。

環境保全局に「生田緑地ゴルフ場準備室」を
新設。

（副室式貨物自動車の購入を融資対象に追
加）

川崎市公害対策審議会､｢川崎市における今後
の窒素酸化物対策について」答申。

第4回地球環境保全に関する関係
閣僚会議、「地球温暖化防止行
動計画」決定。

｢水質汚濁防止法」一部改正（生
活排水対策の推進を追加）。

 ｢化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律施行令」一部
改正（第2種特定化学物質として
トリクロロエチレン、テトラク
ロロエチレン及び四塩化炭素を
追加）。（施行元.4.1）

｢水質汚濁防止法」一部改正、施
行（地下浸透水の浸透の制限、
地下水の監視、事故時の措置を
追加）。

｢川崎市先端技術環境対策専門委員会」発足。

市庁舎前の大気汚染電光表示盤が、新装完
成。
公害研究所に最新の大気・水質測定車を導
入。

リエカ市との姉妹都市提携10周年を記念し
て、平間公園内に「リエカの森」完成。
川崎市自然環境保全審議会､｢川崎市域におけ
る傾斜緑地の保全手法の在り方について」答
申。
川崎市環境問題研究委員会､｢川崎市における
豊かな都市環境の創造に向けて（21世紀をめ
ざす新たな環境対策の確立）」を提言。 ｢オゾン層保護のためのウィーン

条約｣締結。 ［採択1985.3］

｢特定物質の規制等によるオゾン
層の保護に関する法律｣公布、施
行。

 ｢大気汚染防止法施行令」一部
改正（対象施設に、ガスタービ
ン、ディーゼル機関を追加）。

中央公害対策審議会、「生活雑
排水対策に係る制度の在り方に
ついて」答申。
環境庁、「ゴルフ場で使用され
る農薬による水質汚濁防止に係
る暫定指導指針」策定。

川崎公害病友の会の患者とその遺族らが、公
害の差止めと損害賠償を求めて、訴訟を起こ
す。

｢神奈川県公害防止条例施行規
則」一部改正、施行(有害物質を
追加及び有害物質を含む水の地
下浸透の制限を追加）。

｢大気汚染防止法」一部改正（石
綿を特定紛じんとして追加）。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

9.12 ・

・

平成3. 3.12 ・ 1.－ ・
(1991)

4.25 ・ 4.26 ・

8. 1 ・ 第25回六都県市首脳会議を開催。 5.10 ・
・

7. 8 ・
6 ・ ｢夏休み多摩川教室」を開催。

19 ・
7.26 ・

9.－ ・ ｢川崎市自動車公害防止計画」策定。
10.－ ・

12.18 ・
8.23 ・

25 ・
9. 4 ・

18 ・

（施行3.10.25）
11.26 ・

12.19 ・

22 ・

27 ・

｢国際花と緑の博覧会」で「川崎市の日」に記
念イベントを実施。
｢川崎市総合的環境行政制度検討委員会」が発
足。（廃止）

｢川崎市公害防止資金融資要綱」を改正し、副
室式ディーゼル貨物自動車の他に低公害な自
動車を融資対象に追加。
川崎市先端技術環境対策専門委員会、「先端
技術産業における新たな環境対策の確立に向
けて」を提言。

電気自動車（軽バン）5台を導入、低公害車普
及促進のためのシンボルマークを披露。

川崎市総合的環境行政制度検討委負会､｢総合
的環境行政制度の創設に向けて」を提言。

｢川崎市ゴルフ場農薬環境問題連絡会」発足。

｢化学的酸素要求量に係る総量削
減基本方針（東京湾等）策定
（第3次水質総量規制）。

｢川崎市環境基本条例」公布。（施行4.7.1）

ハイブリッドエンジンバス1台を市バスに導
入。

｢化学物質の審査及び製造等の規
制に関する法律施行令」一部改
正。

中央公害対策審議会、「今後の
自動車排出ガス低減対策の在り
方について」答申。

｢大気汚染防止法施行令」一部改
正（特定粉じんとして石綿を追
加指定ほか）。（施行3.12.27）

中央公害対策審議会、「今後の
水俣病対策の在り方について」
答申。

｢再生資源の利用の促進に関する
法律施行令」公布。

中央公害対策審議会、「悪臭物
質の指定及び規制基準の範囲の
設定について」答申。

｢土壌汚染に係る環境基準」告
示。

｢水質汚濁防止法施行令」一部改
正（トリクロロエチレン又はテ
トラクロロエチレンによる洗浄
施設、蒸留施設を特定施設に追
加）。（施行3.10.1）

中央公害対策審議会、｢土壌の汚
染に係る環境基準の設定につい
て｣答申。

環境庁、｢地球環境モニタリング
計画｣策定。

｢再生資源の利用の促進に関する
法律｣公布。（施行3.10.25）
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

平成4. 3. 2 ・ 3.30 ・
(1992)

（諮問2.2.15）
3 ・ 電動ごみ収集車1台を導入。 4.26 ・
19 ・ ｢川崎市自動車公害対策推進協議会」発足。

 31 ・ 木月自動車排出ガス測定所を廃止。
4. 1 ・ 環境保全局に「環境政策室」新設。

・ 5.－ ・

22 ・ 生田ふれあいの森設置（2,937 ㎡）。
5.14 ・

15 ・
26 ・

・

31 ・ 6. 3 ・
～14

7. 1 ・ ｢川崎市環境基本条例」施行。
31 ・

6. 3 ・

8. 6 ・ ｢貨物自動車使用管理マニュアル」作成。
10. 1 ・

・ 12 ・

 10 ・
～11

13 ・ 7. 4 ・

15 ・ 8.10 ・

18 ・
10.20 ・

・

30 ・

11.－ ・

12.16 ・

平成5. 2. 2 ・ 1.18 ・
(1993)

4 ・

9 ・ 2.12 ・

3.－ ・ ｢川崎新時代2010プラン」策定。 3. 3 ・
－ ・

31 ・ 登戸排水路水質測定所を廃止。 8・
4. 1 ・ ｢川崎市河川水質管理計画｣策定。

・
・

・

22 ・

川崎市公害対策審議会へ「川崎市における土
壌汚染対策について」諮問。

小型バン天然ガス自動車4台を公害パトロール
車に導入。

中央公害対策審議会、「水質汚
濁に係る人の健康の保護に関す
る環境基準の項目追加等につい
て」答申。

｢国連持続可能な開発委員会」設
立。
内閣総理大臣、「平成4年度策定
地域の公害防止計画を承認（神
奈川地域等12地域）。」
中央公害対策審議会、「環境基
本法案の策定について」答申。

｢川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する
条例｣施行。
「神奈川県公害防止推進協議会浮遊粒子状物
質対策部会」として神奈川県、横浜市、川崎
市による浮遊粒子状物質対策に向けた共同調
査を開始。

｢国連水の日」環境庁が「公開水
環境シンポジウム」開催。

｢水質汚濁に係る環境基準の一部
を改正する件」告示。（健康項
目の15項目追加等）

川崎市公園緑地審議会､｢長期的視点に立った
市営霊園のあり方について」答申。
川崎市環境政策審議会､｢川崎市環境基本計画
について」基本的事項について答申。

｢水質汚濁防止法施行令」一部改
正（トリクロロエチレン等の有
機塩素系物質に係る洗浄施設を
追加）。

東京湾総量規制に係る「第3次神
奈川県総量規制基準」告示。

｢川崎市先端技術産業環境対策指針」施行
（H18.10廃止）

第27回七都県市首脳会議開催（地球環境保全
首都圏アピール採択）。
地球サミット首都圏七都県市派遣団の一員と
して市職員2名を派遣（世界都市フォーラム、
ジャパンデー等に参加）（～6.8）。

川崎市公害対策審議会､｢川崎市における河川
の水質管理目標について｣答申。

中央公害対策審議会・自然環境
保全審議会、「国際環境協力の
在り方について」答申。

｢有害廃棄物の国境を越える移動
及びその処分の規制に関する
バーゼル条約」発効。
［採択1989.3］

中原平和公園に自動車排出ガス測定所を設
置。

｢第1回川崎市先端技術産業環境保全委員会」
開催（委員として学識経験者5人を委嘱）。

｢特定有害廃棄物等の輸出入等の
規制に関する法律」公布（バー
ゼル条約等の的確かつ円滑な実
施の確保）。（施行5.12.16）

通産省の産業構造審議会等3審議
会合同会議、「今後のエネル
ギー環境政策の在り方につい
て」報告書公表。

UNEP国際環境技術センター開設
（大阪府、滋賀県）

中央公害対策審議会及び自然環
境保全審議会「環境基本法制の
在り方について」答申。

｢特定物質の規制等によるオゾン
層の保護に関する法律」一部改
正。

｢廃棄物の処理及び清掃に関する
法律」一部改正、施行。

中央公害対策審議会、「特別管
理一般廃棄物等の最終処分に関
する基準の設定等について」答
申。

｢自動車から排出される窒素酸化
物の特定地域における総量の削
減等に関する特別措置法｣（自動
車NOｘ法）公布。（施行
4.12.1）

ブラジルのリオ・デ・ジャネイ
ロで「環境と開発に関する国連
会議」（地球サミット）開催
（リオ宣言、アジェンダ21等採
択）。

多摩区役所前自動車排出ガス測定所を廃止。

｢第1回川崎市先端技術産業環境対策協議会」
開催。

第28回七都県市首脳会議を開催。同時に首都
圏サミット「フォーラム’92」を開催。

｢第9回都市緑化かながわフェア」に「川崎の
日」として参加。

川崎市環境政策審議会へ「川崎市環境基本計
画の基本的事項について」諮問。

第1回目の「かわさき低公害車フェア’92」を
開催。

｢NOｘを減らすためのボイラー適正管理マニュ
アル」作成。事業者等に配布。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

21 ・ 3.31 ・

26 ・

28 ・
5.12 ・

－ ・ － ・

6. 1 ・ 天然ガスごみ収集車1台を導入。
7. 1 ・ ｢川崎市土壌汚染対策指導要綱」制定。 11.19 ・ 環境基本法」公布、施行。

－ ・ 30 ・

12.－ ・
10. 1 ・

8 ・

12 ・

11.25 ・

12. 8 ・

平成6. 1.14 ・ 5.20 ・
(1994)

2.22 ・ ｢川崎市環境基本計画」を策定、告示。
3. 1 ・ 6. 5 ・

7.25 ・ 12.16 ・ ｢環境基本計画」閣議決定。

8.－ ・

10. 8 ・
～16

12 ・

12.－ ・ 市バスにCNG（圧縮天然ガス）車を導入。
26 ・ ｢川崎市都市景観条例」公布。

（一部施行7.4.1、全面施行8.4.1）

平成7. 3.20 ・ 2.28 ・
(1995)

7.19 ・
3.28 ・

～4. 7
26 ・ おっ越山自然環境保全地域を指定。 6. 5 ・

9. 7 ・ M85メタノール自動車を導入。
10.－ ・ 浮島処理センター完成。 11. 2 ・

－ ・ ごみの鉄道輸送事業がスタート。
25 ・ 12.14 ・

11. 1 ・ 入江崎総合スラッジセンター開設。
－ ・ ｢川崎市環境教育・学習基本方針」を策定。

県、「自動車排出窒素酸化物総
量削減計画」発表。

川崎市環境政策審議会「川崎市環境基本計画
について」答申。

川崎市環境基本計画「環境配慮指針（市民
編、事業者編）」を作成、配布。

多摩区本村橋交差点に、自動車排出ガス測定
所を設置。

｢特定水道利水障害の防止のため
の水道水源水域の水質の保全に
関する基本方針」告示。

市内製造業など大手企業を対象として「自動
車NOｘ対策推進会議」を開催。
産業道路環境改善パイロット事業として完成
したグリーンウォール完成記念式典開催。
（平成29年1月改修）

｢環境事業団法」改正（地球環境
基金設置）。

｢エネルギー等の使用の合理化及
び資源の有効な利用に関する事
業活動の促進に関する臨時措置
法」公布。（施行5.6.25）

川崎市公害対策審議会､｢川崎市における土壌
汚染対策のあり方について」答申。

気候変動枠組条約第1回締約国会
議（ベルリン）。
こどもエコクラブ発会式（東
京）。
環境にやさしい“まち・くら
し”世界会議（LISC’95）。
「容器包装に係る分別収集及び
再商品化の促進等に関する法律
施行令」公布。
（施行7.12.15）

｢川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例｣
公布。

｢EVステーションさいわい（電気自動車急速充
電スタンド）」を設置（H17撤去）。
粗大ごみとして収集された廃冷蔵庫からの冷
媒用フロンガス回収を開始。

｢環境技術移転促進事業」の一環で、市の調査
団が、中国瀋陽市を訪問・調査。
川崎市環境基本条例に基づく「環境調査指
針」策定、環境調査制度スタート。

川崎市緑の基本計画「かわさき緑の30プラ
ン」を策定。

川崎市廃棄物対策審議会「川崎市における今
後の廃棄物対策のあり方について」答申。

｢アジェンダ21行動計画」閣議決
定。

｢生物の多様性に関する条約」、
「気候変動に関する国際連合枠
組条約」締結。

環境基本法に基づく「環境の
日」中央記念式典実施。

｢東京湾及び大阪湾の全窒素及び
全燐に係る環境基準の水域類型
の指定について」告示。

環境教育副読本「なかよし地球と私たち（小
学生用）」、「地球とシェイクハンド（中学
生用）」を作成、配布。
新設された第3庁舎内のかわさき情報プラザに
「環境情報表示盤」を設置し、大気汚染等の
監視データ等を表示開始。
多摩環境大気測定所を市立登戸小学校に本設
置（1.31仮設置）。
川崎市環境政策審議会「環境調査指針につい
て（中間答申）－指針の基本的な考え方につ
いて」答申。
川崎市市制60周年記念総合公園「王禅寺ふる
さと公園」開園式典開催（計画11.2 haのうち
の4.1 ha開園）。

市内の製造業等86社に、「NOｘ自主管理ソフ
ト」を配布し、NOｘの自主管理を要請。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

平成8. 1.13 ・ 1. 8 ・
(1996)

2. 8 ・
3.26 ・

・ 29 ・

3. 6 ・ 東扇島にエコステーション開設。
4.－ ・

16 ・

25 ・

31 ・ 月読自然環境保全地域を指定。
7. 1 ・

9. 3 ・ 七都県市環境セミナーを開催。
12.25 ・

平成9. 4. 1 ・  2. 4 ・
(1997)

22 ・

5.31 ・ 3.13 ・

9.11 ・ ・

16 ・ 4. 1 ・

19 ・ 川崎市環境行政制度検討委員会発足。

6.13 ・
－ ・

・

10.17 ・

11.21 ・

12. 1 ・

1・
～11

12.26 ・

・

・

・

・

・

中央環境審議会「今後の自動車
排出ガス低減対策のあり方につ
いて」（第二次答申）。

｢自動車排出ガスの量の許容限
度｣告示。

｢川崎市ダイオキシン類対策推進会議」を設
置。

「環境行政制度の基本的なあり方について」
諮問。

PRTR（化学物質排出移動量届出）制度の導入
に向けたパイロット調査を開始。

地球環境保全行動計画策定検討委員会発足。

神奈川県「二酸化炭素の排出の
抑制に関する指針」告示。

｢水質汚濁防止法の一部を改正す
る法律｣の施行（地下水の水質の
浄化に係る措置命令、油に係る
事故等の措置）。

｢大気汚染防止法の一部を改正す
る法律」施行（アスベストの飛
散防止に係る作業基準、届出書
様式等）。

｢環境影響評価法｣公布。（施行
11.6.12）
｢神奈川県生活環境の保全等に関
する条例」公布。

川崎市公害対策審議会「川崎市における今後
の窒素酸化物及び浮遊粒子状物質対策につい
て」諮問。

｢大気汚染防止法施行規則等の一
部を改正する総理府令」公布
（酸素燃焼技術に係る規制方式
の導入、大気汚染防止法、水質
汚濁防止法等に基づく届出様式
の統一化）。

環境庁「残したい“日本の音風景100選”」に
川崎大師の参道が認定。

川崎公害訴訟の原告と13企業との間で、訴訟
上の和解が成立。

第4次水質総量規制基準のC値の
改定を告示。（施行8.9.1）

第1期地域環境リーダー育成講座（1月～3
月）。

環境庁「残したい“日本の音風
景100選”」事業の実施について
発表。川崎市自然環境保全審議会「月読緑地を自然

環境保全地域に指定することについて」答
申。
・ 川崎市公害対策審議会「川崎市における今

｢川崎市緑化指針」及び「屋上緑化等の手引」
を策定。
新型電気自動車（ニッケル水素電池搭載）を
導入。
第1期地域環境リーダー育成講座（5月～7
月）。

環境保全局、生活環境局を統合して新たに環
境局を設置。

｢ベンゼン、トリクロロエチレン
及びテトラクロロエチレンによ
る大気の汚染に係る環境基準に
ついて｣告示。

川崎市環境政策審議会「環境基本計画年次報
告書（1996年度版）について」答申。
第2期地域環境リーダー育成講座（5月～10
月）。

｢地下水の水質汚濁に係る環境基
準｣告示。

｢大気汚染防止の一部を改正する
法律」施行（ダイオキシン類に
係る指定物質抑制基準）。

神奈川県「環境に係る組織体制
の整備に関する指針」告示。

神奈川県「廃棄物の発生の抑制
及び適正な処理に関する指針」
告示。

神奈川県「化学物質の適正な管
理に関する指針」告示。

神奈川県「公害の発生要因の低
減に関する指針」告示。

｢神奈川県生活環境の保全等に関
する条例施行規則」公布。

気候変動枠組条約第3回締約国会
議（地球温暖化防止京都会議、
COP3）開催。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

・

平成10. 4. 1 ・ 公害部に「化学物質担当」新設。 4. 1 ・
(1998) ・ 公害研究所に「廃棄物研究担当」新設。

・
7.24 ・

14 ・
9.30 ・

6.－ ・ 10. 9 ・

11.30 ・

8. 5 ・

17 ・

10.－ ・

・ 川崎市道路環境対策推進協議会を設置。

平成11. 3.19 ・  2.22 ・
(1999)

4. 1 ・

・
6.21 ・

・ ・

5.20 ・
6.30 ・

29 ・

7.21 ・ ・

（諮問9.9.19）
12.24 ・

・
・

平成12. 3. 1 ・ 川崎市環境保全審議会条例を施行。  3. 2 ・
　　(2000)　16 ・

｢川崎市環境影響評価に関する条例」の一部改
正。（施行11.6.12）
｢川崎市小型焼却炉及び簡易焼却炉に係るダイ
オキシン対策指針」策定。

川崎公害訴訟の原告と国及び首都高速道路公
団との間で和解が成立。

｢騒音規制法第17条第1項の規定
に基づく指定地域内における自
動車騒音の限度を定める総理府
令」を公布。

｢騒音規制法に基づく指定地域内における自動
車騒音の限度を定める総理府令に基づく区
域」を告示。

川崎市環境基本条例の一部を改正する条例を
公布。
川崎市環境保全審議会条例、川崎市環境影響
評価に関する条例、川崎市緑の保全及び緑化
の推進に関する条例、川崎市公害防止等生活
環境の保全に関する条例等を制定・公布。

ダイオキシンの耐容一日摂取量
（TDI）として4 pg-TEQ/kg/日
（環境庁及び厚生省の合同会議
報告）。

｢大規模小売店舗を設置するもの
が配慮すべき事項に関する指
針」告示。

川崎市環境行政制度検討委員会、「環境行政
制度の基本的なあり方について」答申｡

｢ダイオキシン類対策特別措置
法」の公布。（施行12.1.15）

｢川崎市役所環境管理システム～エコオフィス
川崎の実現～」を策定。

第3期地域環境リーダー育成講座（5月～11
月）。

｢水質汚濁に係る環境基準の一部
を改正する件」及び「地下水の
水質汚濁に係る環境基準の一部
を改正する件」告示（健康項目
の3項目追加）。

｢ダイオキシン対策の取組についての市民説明
会」を3会場で開催。

土壌及び地下水汚染が社会的な問題として取
り上げられ、電気機械器具製造関連事業所に
自主調査を実施するとともに、関係市民に説
明会を開催。

横浜地方裁判所川崎支部で、川崎公害訴訟の
判決が出る。

｢神奈川県生活環境の保全等に関
する条例」及び「同施行規則」
等施行。｢川崎市公害防止資金融資要綱」を改正し、低

公害車に対する融資対象を「七都県市指定低
公害車」へ拡大。
川崎市公害対策審議会「川崎市における今後
の窒素酸化物及び浮遊粒子状物質対策につい
て」答申。（諮問8.2.8）

公害等調整委員会が鉄道騒音被
害等責任裁定申請事件の裁定を
発表。
｢騒音に係る環境基準の一部を改
正する件｣の告示。
｢地球温暖化対策の推進に関する
法律｣公布。（施行11.4.8）

｢川崎市の地球温暖化防止への挑戦－地球環境
保全のための行動計画－」を策定。

中央環境審議会、「今後の化学
物質による環境リスク対策のあ
り方について」中間答申。

｢特定化学物質の環境への排出量
の把握等及び管理の改善の促進
に関する法律（PRTR法）の公布｡
（施行12.3.30）

神奈川県「自動車管理計画に関
する指針」告示。

庁内における化学物質対策を総合的に推進す
るため関係部局で構成する「川崎市化学物質
対策推進会議」を設置。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

4.10 ・ 5.31 ・

・

・
（施行13.4.1）

・
6. 3 ・

7. 1 ・ （施行12.11.30）
6. 2 ・

9.26 ・
7・

（施行13.5.1）
・

11.26 ・

12. 1 ・

20 ・

・

平成13. 3.－ ・ 川崎市クリーン軽油普及検討会設置。  6.22 ・
　　(2001)　29 ・

31 ・ 馬絹自動車排出ガス測定局を廃止。
4. 1 ・ 宮前平駅前自動車排出ガス測定局を設置。 ・

・

・
27 ・

9.17 ・

21 ・
10.－ ・

10. 1 ・ 航空機騒音観測装置を導入。
12.27 ・

 12.－ ・

川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例
施行。
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条
例施行。

深夜騒音の規制について市公害防止等生活環
境保全に関する条例の一部改正。

｢川崎市役所環境管理システム（第2次）」を
策定。
川崎市クリーン軽油導入事業費補助要綱施
行。
川崎市環境保全審議会「川崎市公害防止等生
活環境の保全に関する条例第45条第12項第1号
に規定する排水の規制基準の追加等につい
て」諮問。

川崎市環境保全審議会「川崎市における地下
水保全対策のあり方について」答申。

川崎市環境保全審議会「川崎市公害防止等生
活環境の保全に関する条例第45条第1項第1号
に規定する排水の規制基準の追加等につい
て」答申。

平成12年12月1日の川崎市環境影響評価に関す
る条例改正に伴い、これまで環境影響評価の
指針としていた「地域環境管理計画」を「地
域環境管理計画」と「川崎市環境影響評価等
技術指針」の二つに分離し、前者は環境影響
評価項目ごとの環境保全水準や環境配慮項目
を定め、後者は環境影響評価に係る調査、予
測及び評価手法等の技術的事項を定めた。

川崎市環境保全審議会「川崎市における地下
水保全対策のあり方について」諮問。
川崎市環境影響評価に関する条例（昭和51年
川崎市条例41号）（旧条例）は廃止し、新た
に川崎市環境影響評価に関する条例施行。

東京国際空港新Ａ滑走路北側離陸機の市内上
空飛行開始。

川崎市環境保全審議会「川崎市環境基本条例
に規定する環境目標値及び川崎市公害防止等
生活環境の保全に関する条例に規定する対策
目標値、対策目標量等について」諮問。

川崎市環境保全審議会「川崎市環境基本条例
に規定する環境目標値及び川崎市公害防止等
生活環境の保全に関する条例に規定する対策
目標値、対策目標量等について」答申。

川崎市環境保全審議会「川崎市における
ディーゼル車対策のあり方について」中間答
申（緊急対策）。

川崎市環境保全審議会「川崎市における
ディーゼル車対策のあり方について」諮問。

第4期地域環境リーダー育成講座（6月～11
月）。

｢ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適
正な処理の推進に関する特別措
置法」公布。（施行13.7.15）

｢特定製品に係るフロン類の回収
及び破壊の実施の確保等に関す
る法律」公布。（施行14.4.1）

「特定家庭用機器再商品化法
（家電リサイクル法）」公布。
（施行13.4.1）
「国等による環境物品等の調達
の推進等に関する法律（グリー
ン購入法）」公布。

「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律（建設リサイ
クル法）」公布。

「循環型社会形成推進基本法」
公布・施行。
「食品循環資源の再生利用等の
促進に関する法律（食品リサイ
クル法）」公布。

｢低周波音の測定方法に関するマ
ニュアル」発行。

｢自動車から排出される窒素酸化
物の特定地域における総量の削
減等に関する特別措置法」の一
部を改正する法律公布（自動車
使用管理計画等）。（施行
13.12.15）
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

平成14. 3.20 ・  3. 7 ・
（2002）

29 ・

4.－ ・
4. 1 ・ ～6.－

5.29 ・
・

8.26 ・
～

9. 4

5.－ ・

7.－ ・ 川崎市地下水保全計画策定。
10.－ ・ 環境基本計画改定。
12.27 ・

平成15. 1.30 ・  2.24 ・
（2003）

7.25 ・

31 ・

31 ・

・
10. 7 ・

2.20 ・

11. 5 ・

3.18 ・

・

6.－ ・ ｢川崎市自動車公害防止計画」を改訂。
10.1 ・

平成16. 3.－ ・  3.30 ・
（2004）

4. 1 ・

（施行16.4.1）
5.26 ・

・

5. 6 ・

｢川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条
例」の一部改正、自動車公害防止に係る立入
検査規定等改正。

｢統計調査に用いる産業分類並び
に疾病、傷害及び死因分類を定
める政令の指定に基づき、産業
に関する分類の名称及び分類表
を定める等の件」告示。

｢PRTR法」施行後初めての排出
量・移動量の届出が始まる。
「土壌汚染対策法」公布。（施
行15.2.15）

麻生区内、横浜市青葉区内で「麻生区内にお
けるダイオキシン類問題についての説明会」
を4回開催。

｢神奈川県生活環境の保全等に関
する条例の一部を改正する条
例」（化学物質対策、土壌汚染
対策等）を公布。

公害部の組織改正が行われ、化学物質担当を
化学物質対策課とし、また典型7公害を所管し
ていた大気課、水質課、騒音・振動課を統一
して環境対策課とし、規制行政の一元化を
図った。

神奈川県から川崎市に工業用水法の権限を委
譲。

川崎市環境保全審議会「川崎市公害防止等生
活環境の保全に関する条例第40条に規定する
大気汚染物質の規制基準（ばいじんに関する
設備の基準）の改正について」（諮問）。

｢川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条
例施行規則」の一部改正、条例改正に伴う自
動車公害防止に係る規定等を公布。（施行
15.4.1）

 ｢自動車排出ガスの排出抑制等に関する指
針」告示。
川崎市環境保全審議会「川崎市公害防止等生
活環境の保全に関する条例第40条に規定する
大気汚染物質の規制基準（ばいじんに関する
設備の基準）の改正について」（答申）。

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条
例施行規則」の一部改正、廃棄物焼却炉の設
備基準並びに屋外燃焼の制限に関する規定を
公布、施行。

｢川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条
例施行規則」の一部改正、ほう素、ふっ素等
の排水指定物質規制基準の追加等を公布。
（施行14.7.1）

｢川崎市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダ
イオキシン類等汚染防止対策要綱」告示。

神奈川県条例に基づくディーゼル車の運行規
制が開始。

第7次神奈川地域公害防止計画に
ついて環境大臣が同意（H14～
H18）。

中央環境審議会「今後の有害大
気汚染物質のあり方について
（第七次答申）」。

｢環境の保全のための意欲の増進
及び環境教育の推進に関する
法」を公布。（施行15.10.1）

神奈川県「水質汚濁に係る環境
基準の水域類型」を告示（三沢
川、二ヶ領本川、平瀬川）。

｢水質汚濁に係る環境基準の一部
を改正する件」を告示（水生生
物保全環境基準の追加）。

｢川崎市地球温暖化対策地域推進計画」を策
定。

川崎市環境保全審議会「川崎市公害防止等生
活環境の保全に関する条例における悪臭の規
制基準について」（諮問）。

持続可能な開発に関する世界首
脳会議（WSSD）開催（南アフリ
カ・ヨハネスブルグ）、化学物
質の管理について目標採択。

｢大気汚染防止法の一部を改正す
る法律」（揮発性有機化合物
（VOC）の排出規制等）を公布。
（完全施行18.4.1）

川崎市環境保全審議会「川崎市における
ディーゼル車対策のあり方について」答申。

川崎市ディーゼル車対策事業助成金交付要綱
施行。
麻生区内を流れる黒須田川流入水路の水質、
麻生区内の2地点の大気で、それぞれダイオキ
シン類の環境基準の超過が判明。助役を本部
長とする「黒須田川流入水路ダイオキシン類
対策本部」を設置し、緊急措置を講じた。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

6.24 ・

30 ・

11. 1 ・

11.30 ・

平成17. 1.31 ・  12.21 ・
　（2005）

4. 1 ・

・ 土壌汚染対策を融資対象に追加。
5.30 ・

8. 8 ・

9. 9 ・

20 ・

30 ・

11.22 ・ 「川崎市新エネルギービジョン」改訂。
 12. 9 ・

15 ・

22 ・

平成18. 1.13 ・  2.10 ・
（2006）

4. 1 ・

6. 1 ・

10.16 ・

11.27 ・ 「川崎市化学物質対策推進会議」廃止。

川崎市環境審議会「川崎市における建築物環
境配慮制度のあり方について」（諮問）。

川崎区の航空機騒音観測装置を中原区に移
設。

｢川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条
例｣（土壌関係）の一部改正。
｢川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条
例施行規則｣（土壌、排水関係）の一部改正。

｢川崎市環境政策審議会｣と「川崎市環境保全
審議会」を「川崎市環境審議会」に統合。

川崎市環境審議会「川崎市公害防止等生活環
境の保全に関する条例における悪臭の規制基
準について」（答申）。

｢川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条
例施行規則｣別表第10悪臭の規制基準の一部改
正。
浮遊粒子状物質の平成16年度の測定結果が、
昭和48年に環境基準が定められて以来初め
て、全測定局で環境基準を達成。

「川崎市アスベスト対策推進協議会」を廃止
し、「川崎市アスベスト対策会議」を設置。
・ 「アスベスト問題に対する当面の対応」を
とりまとめ、アスベスト問題の総合的推進を「アスベスト問題に対する当面の対応」をと
りまとめ、アスベスト問題の総合的推進を本
格化。

全国の自治体で初めて川崎市が「グローバル
コンパクト」に参加（署名）。

川崎市環境審議会「川崎市公害防止等生活環
境の保全に関する条例における地下水の揚水
に係る許可制について」（諮問）。
川崎市環境審議会「川崎市における建築物環
境配慮制度のあり方について」（答申）。

川崎市環境審議会「川崎市公害防止等生活環
境の保全に関する条例における地下水の揚水
に係る許可制について」（答申）。
市立枡形中学校が環境教育・普及啓発部門で
地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞。

｢川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条
例｣（建築物に係る環境への負荷の低減関係）
の一部改正。

「石綿による健康等に係る被害
の防止のための大気汚染防止法
等の一部を改正する法律」を公
布（大気汚染防止法改正による
工作物への飛散防止義務付けの
ほか、地方財政法、建築基準
法、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律の4法改正）。（施行
18.8.9）

「川崎市アスベスト飛散防止に関する指針
（大気汚染防止法届出対象アスベスト除去工
事編）」告示。
「川崎市先端技術産業環境対策指針」を廃止
し、「川崎市バイオテクノロジーの適正な利
用に関する指針」を施行。

「大気汚染防止法施行令の一部
を改正する政令」を公布（特定
粉じん等排出作業の建築材料の
対象範囲拡大及び規模要件の撤
廃。）。（施行18.3.1）
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

平成19. 2.13 ・ 2.23 ・
（2007）

　 　　　3.30 ・
5.18 ・

4. 1 ・

4.－ ・

平成20. 4. 1 ・ 11.21 ・
（2008）

4.23 ・

5. 1 ・ 川崎市環境技術情報センター開設。
（施行21.10.1）

平成21. 2.17 ・ 4.24 ・
（2009）

12.24 ・ （施行22.4.1）
7.30 ・

9. 9 ・

平成22. 1.12 ・  2.22 ・
　（2010）

4. 1 ・ 3.19 ・

・ 5.10 ・

22 ・ 5.20 ・

6.28 ・

10. 1 ・ 川崎市地球温暖化対策推進基本計画策定。
11. 1 ・

・

12.28 ・
・

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例」及び同条例施行規則（地下水揚水関
係）の一部改正。
川崎市公害研究所に「都市環境研究担当」を
新設。
京都議定書目標計画の策定、環境影響評価法
に基づく基本的事項の改定等に伴い、地域環
境管理計画に規定する環境影響評価項目に
「温室効果ガス」「生態系」「人と自然との
ふれあい活動の場」を追加した。また、川崎
市環境影響評価等技術指針の構成及び内容を
わかりやすく編集し、調査、予測及び評価の
手法等の詳細な内容について、新たに解説を
加えた。

組織改革に伴い、公害部が環境対策部に改
名、化学物質対策課が企画指導課化学物質対
策担当に改名。
川崎市環境審議会「窒素酸化物に係る大気環
境対策について」（諮問）。

「特定化学物質の環境への排出
量の把握等及び管理の改善の促
進に関する法律施行令の一部を
改正する政令」を公布（対象業
種の追加及び対象物質の見直
し。）。

「かわさきエコドライブ推進協議会」設立。 中央環境審議会、意見具申「今
後の自動車排出ガス総合対策の
あり方について」。
「自動車から排出される窒素酸
化物及び粒子状物質の特定地域
における総量の削減等に関する
特別措置法の一部を改正する法
律」を公布（局地汚染対策及び
流入車対策を追加。）。（施行
20.1.1）

川崎市環境審議会「窒素酸化物に係る大気環
境対策について」（答申）。
「川崎市地球温暖化対策の推進に関する条
例」公布。（施行22.4.1）

「土壌汚染対策法の一部を改正
する法律」の公布。

中央環境審議会において施行か
ら10年経過した環境影響評価法
の調査・検討。
「微小粒子状物質による大気の
汚染に係る環境基準について」
告示。

「川崎市汚染土壌浄化施設認定等に関する要
綱」を廃止し、「川崎市汚染土壌処理施設許
可等に関する事務手続要綱」を施行。

中央環境審議会から「今後の環
境影響評価制度の在り方につい
て」の答申。

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例」及び同条例施行規則（自動車公害関
係）の一部改正。

川崎市環境審議会「今後の土壌汚染対策のあ
り方について」（答申）。

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則第79条の2第1項第2号に規定する
市長が定める対象自動車の設定について」を
適用。

川崎市環境審議会「今後のアスベスト環境対
策のあり方について」（諮問）。
川崎市環境審議会「今後の土壌汚染対策のあ
り方について」（諮問）。

川崎市環境審議会「今後のアスベスト環境対
策のあり方について」（答申）。

「化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律の一部を改正
する法律」を公布（対象物質の
見直し及び包括的管理制度の導
入）。（施行23.4.1）

「大気汚染防止法及び水質汚濁
防止法の一部を改正する法律」
を公布（水質事故時の措置
等）。（一部施行23.4.1）

「環境影響評価の一部を改正す
る法律（案）」が国会提出。

川崎市環境影響評価審議会「今後の環境影響
評価制度のあり方について」（諮問）。
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

平成23. 3.24 ・  3.11 ・ 東日本大震災発生
　（2011）  3.11

　～
3.16 ・

24 ・

4.27 ・
3.－ ・ 環境基本計画全面改定。

・ 川崎市地球温暖化対策推進実施計画策定。 （一部施行24.4.1）
4.－ ・ 6.15 ・

6.22 ・

7.19 ・

12.16 ・ 7.22 ・

12.27 ・

8.30 ・

10.27 ・

11.28 ・

平成24. 1.－ ・  3.27 ・
　（2012）

2.27 ・ 4.27 ・

3.19 ・ 5.23 ・

・

・

4.－ ・
6.27 ・

7.－ ・

10. 1 ・ 「川崎市水環境保全計画」策定。 8.22 ・
11.21 ・

・

12.16 ・ 9.26 ・

「水質汚濁防止法の一部を改正
する法律」を公布（地下浸透未
然防止のための構造基準）。
（施行24.6.1）

「水質汚濁防止法施行令の一部
を改正する政令」（指定物質の
追加）を公布。（施行25.10.1）

環境基本計画の全面改定に伴い、地域環境管
理計画に規定する環境配慮計画書に係る環境
要素及び項目について見直しを行った。

「かわさき自動車環境対策プラン」策定（か
わさき自動車環境対策推進協議会）。

公共用水域等の環境基準値変更
（ｶﾄﾞﾐｳﾑ）。
「水質汚濁防止法施行令の一部
を改正する政令」の公布（有害
物質貯蔵指定施設）。（施行
24.6.1）

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例」（屋外燃焼関係）の一部改正。
「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例」（特定建築物環境計画書関係）の一部
改正。
「川崎市環境影響評価に関する条例施行規
則」の一部改正。（施行24.4.1）
田島測定局を田島子ども文化センター（川崎
区田島町20-23）に移設。

「神奈川県生活環境の保全等に
関する条例の一部を改正する条
例」（関係法令改正に伴う見直
し等）を公布。（施行24.10.1）

川崎市環境審議会「今後の水環境保全のあり
方について」（諮問）。
「川崎市環境影響評価に関する条例」の一部
改正。（施行24.4.1）

川崎市環境影響評価等技術指針について、地
球温暖化対策の推進に関する条例の施行に伴
い、環境影響の調査、予測及び評価を行うに
当たり「温室効果ガス」を選定すべき事業
種、規模について追加、拡充。

川崎市環境審議会「今後の水環境保全のあり
方について」（答申）。

川崎市環境影響評価審議会「今後の環境影響
評価制度のあり方について」（答申）。

「水質汚濁防止法施行規則の一
部を改正する省令」を公布（構
造基準等の規定）。（施行
24.6.1）

「第四次環境基本計画」閣議決
定。

「川崎市環境影響評価に関する条例」の一部
改正。（施行25.4.1）

「水質汚濁防止法施行令の一部
を改正する政令」、「水質汚濁
防止法施行規則の一部を改正す
る省令」、「排水基準を定める
省令の一部を改正する省令」
（1,4-ジオキサン等の浄化基準
等の追加等）を公布。（施行
24.5.25）

「原子力規制委員会設置法」
（環境基本法等の一部改正等）
を公布。（施行24.9.19）
「水生生物の保全に係る水質環
境基準の項目追加等」告示（ノ
ニルフェノールを追加）。

「平成二十三年三月十一日に発
生した東北太平洋沖地震に伴う
原子力発電所の事故により放出
された放射性物質による環境の
汚染への対処に関する特別措置
法」を公布。（完全施行
24.1.1）

「環境教育等による環境保全の
取組の促進に関する法律」を公
布。（完全施行24.10.1）

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例」及び同条例施行規則（アスベスト環境
対策関係）の一部改正。（施行23.10.1）

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例」及び同条例施行規則（土壌関係）の一
部改正。（一部施行23.3.24、一部施行
23.10.1） 「環境影響評価法の一部を改正

する法律」を公布。

東京電力福島第一原子力発電所
の事故
「水質汚濁防止法施行令の一部
を改正する法律」を公布（指定
物質）。（施行23.4.1）

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（浄化基準の追加等）の一部
改正。（施行24.11.21）
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

平成25. 1.15 ・  3. 6 ・

（2013）　

 2. 1 ・

3.27 ・
3.25 ・

5.24 ・
3.27 ・

6.10 ・
3.29 ・

6.12 ・
・

4.－ ・

6.21 ・

・

6.28

平成26. 4. 1 ・ 4. 2 ・
　（2014）

・
8.20 ・

9.17 ・ 8. 1 ・

11.28 ・ 11. 4 ・

11.17 ・

平成27 .3.31 ・ 2.16 ・
　（2015）

7.22 ・

6.19 ・
10.20 ・

・

7.10 ・ 「水循環基本計画」を策定。

「大気汚染防止法施行規則の一
部を改正する省令」（揮発性有
機化合物排出濃度の測定回数の
変更）を公布。（施行H25.3.6）

「水生生物の保全に係る水質環
境基準の項目追加等」告示（直
鎖アルキルベンゼンスルホン酸
及びその塩を追加）。

テレビ神奈川のデータ放送を活用した、一般
環境大気測定局の二酸化硫黄等の1時間値（速
報値）の提供を開始。

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（拡声器騒音の規制区域）の
一部改正。（施行27.7.22）
「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（排水の規制基準の変更）の
一部改正。（施行27.10.21）

「工業用水法施行規則の一部を
改正する省令」（工業用水の採
取許可に係る事務・権限が都道
府県知事から指定都市の長へ移
譲）を公布。（施行27.4.1）

「水銀による環境の汚染の防止
に関する法律」を公布。
「大気汚染防止法の一部を改正
する法律（水銀排出施設の届
出、排出基準の遵守等）を公
布。（施行30.4.1）

二酸化窒素の平成25年度の測定結果が、昭和
48年に環境基準が定められて以来初めて、全
測定局で環境基準を達成。
「川崎市グリーン・イノベーション推進方
針」を策定。

「放射性物質による環境の汚染
の防止のための関係法律の整備
に関する法律」（大気汚染防止
法、水質汚濁防止法及び環境影
響評価法の一部を改正）を公
布。（完全施行27.6.1）

「大気汚染防止法の一部を改正
する法律」（建築物の解体等工
事における石綿の飛散防止対策
の強化）を公布。（施行
26.6.1）

「特定製品に係るフロン類の回
収及び破壊の実施の確保等に関
する法律の一部を改正する法
律」（フロン類の法改正に伴う
題名変更等）を公布。（施行
27.4.1）

「排水基準を定める省令の一部
を改正する省令の一部を改正す
る省令」の公布（施行H25.7.1）

「水循環基本法」を公布。（施
行26.7.1）

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（排水の規制基準の変更）の
一部改正。（施行26.12.1）

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（土壌汚染に関する溶出量基
準値の変更）の一部改正。（施行26.9.17）

公共用水域等の環境基準値変
更。（トリクロロエチレン）
（施行25.10.1）

「水質汚濁防止法施行規則の一
部を改正する省令」（排水の規
制基準の変更）を公布。（施行
26.12.1）

「土壌汚染対策法施行規則の一
部を改正する省令」（土壌汚染
に関する溶出量基準値の変更）
を公布・施行。

「雨水の利用の推進に関する法
律」を公布。（施行26.5.1）

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（フロン類の法改正に伴う題
名変更等）の一部改正。（施行27.4.1）

第3庁舎1階に設置したモニターにおいて、一
般環境測定局及び自動車排出ガス測定局にお
ける全ての測定項目の1時間値（速報値）の提
供を開始。

公害研究所、公害監視センター及び環境技術
情報センターを統合し、「環境総合研究所」
を開設。

本庁舎前の「大気汚染状況電光表示盤」にお
ける川崎区内の一般環境測定局の測定データ
の表示を終了。

川崎市環境影響評価等技術指針について、平
成24年12月の「川崎市環境影響評価に関する
条例」「川崎市環境影響評価に関する条例施
行規則」の一部改正に伴い、計画段階におけ
る環境配慮計画書制度手続における予測及び
評価手法等を追加。平成19年4月以来、全面的
に環境影響評価項目等について整理及び検討
し、騒音に係る新たな知見、地上デジタル方
法完全移行など評価項目を取り巻く状況の変
化やこれまでの運用上の課題に対応した。

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（暫定排水基準の延長等）の
一部改正。（施行25.7.1）

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（様式の変更）の一部改正。
（施行25.6.28）

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（特定建築物環境計画書等の
公表方法の変更等）の一部改正。（施行
25.4.1）

「地球温暖化対策の推進に関す
る法律の一部を改正する法律」
公布（完全施行H27.4.1）
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

9.18 ・

9.25 ・

11.11 ・

12.12 ・

平成28 .1.－ ・ 6.16 ・
　（2016）

・

9.27 ・

12. 2 ・

6.29 ・ 12.12 ・

 9.30 ・
（施行28.12.1、28.12.11）

11.30 ・

平成29. 4. 1 ・ 5.19 ・
　（2017）

・

8. 1 ・
（施行30.4.1、31.4.1）

平成30 .3.12 ・ 川崎市地球温暖化対策推進基本計画改定。 6.13 ・
　（2018)12. 1 ・

6.29 ・

9.28 ・

11.19 ・

環境基本法の改正により放射性物質が環境法
制の対象であることが法的に明確化されたこ
とから地域環境管理計画に規定する環境配慮
項目に「放射性物質」の項目を追加し、配慮
の内容は「放射性物質の使用、保管、処分、
排出等に係る漏洩防止等」とした。また、川
崎市環境影響評価等技術指針について、地球
温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に
伴い、環境影響評価における温室効果ガスに
「三ふっ化窒素」を追加した。

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（排水の規制基準の変更）の
一部改正。（施行28.7.1）
「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（土壌調査等の特定有害物質
の追加）の一部改正。（施行29.4.1）
「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（排水の規制基準の変更）の
一部改正。（施行28.12.1、28.12.11）

「排水基準を定める省令の一部
を改正する省令の一部を改正す
る省令」を公布。（施行
28.7.1）

神奈川県「水質汚濁に係る環境
基準の水域類型」を告示（鶴見
川及び鶴見川支川）。
「水質汚濁防止法施行規則等の
一部を改正する省令の一部を改
正する省令」（排水の規制基準
の変更）を公布。

大気汚染防止法施行規則の一部
を改正する省令（水銀に係る排
出基準の規定等）の公布。（施
行30.4.1）

「水質汚濁防止法施行規則の一
部を改正する省令」（排水の規
制基準の変更）を公布。（施行
27.10.21）

 ニューヨーク国連サミットにて
「持続可能な開発目標」(SDGs)
採択。
大気汚染防止法施行令等の一部
を改正する政令（水俣条約の対
象施設を水銀排出施設に指定）
を公布。（施行30.4.1）

COP21にて気候変動対策に向けた
「パリ協定」採択。

微小粒子状物質の平成28年度の測定結果が、
平成21年に環境基準が定められて以来初め
て、全測定局で環境基準を達成。

「土壌汚染対策法の一部を改正
する法律」（一時的免除中や施
設操業中の事業場における土地
の形質の変更や搬出の規制等）
を公布。

気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計
画に川崎市地球温暖化対策推進基本計画を位
置付け。

気候変動適応法公布。（施行
30.12.1）
神奈川県「水質汚濁に係る環境
基準」のうち、「水生生物の保
全に係る水質環境基準の水域類
型」を告示（三沢川、二ヶ領本
川、平瀬川、鶴見川及び鶴見川
支川）。

「土壌汚染対策法施行令の一部
を改正する政令」(土壌汚染に関
する特定有害物質の変更)を公
布。（施行31.4.1）

「環境基本法」第16条の規定に
基づく、トリクロロエチレンの
大気の汚染に係る環境基準の改
正
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

平成31 . 2.28 ・
　（2019）

4.－ ・

令和2.2.17 ・ 2050年のCO2排出実質ゼロを表明。 4.2 ・
　(2020)4. 1

6.5 ・
 9.30 ・

11.12 ・ 7.3 ・

10.7 ・

10.15 ・

令和3.3.24 ・ 9.24 ・
　(2021)

・

・
・

・ 10.20 ・

3.31 ・

4.1 ・

11.30 ・

・

気候変動適応法第13条に規定する地域気候変
動適応センターである「川崎市気候変動情報
センター」を環境総合研究所内に設置。

「土壌汚染対策法施行規則の一
部を改正する省令」（土壌汚染
に関する基準）を公布。（施行
3.4.1）

「大気汚染防止法の一部を改正
する法律」（アスベスト規制の
変更）を公布。（施行3.4.1）

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（土壌汚染に関する特定有害
物質の変更）の一部改正。（施行31.4.1）

航空機騒音に係る環境基準の一部改正に伴
い、航空機騒音の予測項目等の整備を図っ
た。

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（土壌汚染に関する基準）の
一部改正。（施行3.4.1）

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例」（アスベスト規制の変更）の一部改
正。（施行3.4.1、4.4.1）
「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例」（田園住居地域の追加）の一部改正。
（施行3.3.24）
「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（アスベスト規制の変更）の
一部改正。（施行3.4.1、4.4.1）
「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（田園住居地域の追加）の一
部改正。（施行3.3.24）
環境基本計画の改定等の関連計画の動向や新
たな環境課題等を踏まえ、地域環境管理計画
に規定する環境影響評価項目を再編するとと
もに、環境配慮項目に「生物多様性」「気候
変動の影響への適応」を追加した。川崎市環
境影響評価等技術指針について、平成25年以
来、全面的な環境影響評価項目等を整理及び
検討し、「温室効果ガス」の選定目安を拡充
するなど、環境影響評価項目を取り巻く状況
の変化やこれまでの運用上の課題に対応し
た。

組織改革に伴い、環境対策部が地域環境共創
課、環境評価課、環境対策推進課、環境保全
課へ再編。
「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（給油施設の設備基準に関す
る規定）の一部改正。（施行3.11.30）
「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（電気めっき業に係る亜鉛の
暫定規制基準）の一部改正。（施行3.12.11）

「特定化学物質の環境への排出
量の把握等及び管理の改善の促
進に関する法律施行令の一部を
改正する政令（第一種指定化学
物質及び第二種指定化学物質の
指定の見直し）を公布（施行
5.4.1）

「排水基準を定める省令の一部
を改正する省令」（経過措置の
変更）を公布（施行3.10.1）

「排水基準を定める省令等の一
部を改正する省令の一部を改正
する省令」（排水基準等の変
更）を公布（施行3.12.11）

脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレン
ジ2050」を策定。

「神奈川県生活環境の保全等に
関する条例施行規則の一部を改
正する規則」（給油施設に係る
設備基準等の見直し）を公布。
（施行2.10.1）

「大気汚染防止法施行令の一部
を改正する政令」（アスベスト
規制の変更）を公布（施行
3.4.1）

「大気汚染防止法の一部を改正
する法律の施行に伴う環境省関
係省令の整備に関する省令」
（アスベスト規制の変更）を公
布。（施行3.4.1、4.4.1、
5.10.1）
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年　月　日 参　考　事　項川崎に関する事項

令和4.3.31 ・ 5.17 ・
　(2022)

6.30 ・
12.23 ・

令和5.3.31 6.23 ・
　(2023)

10.－

令和6. 1－ 1.25 ・
　(2024)

1.31 ・

3.29 ・

令和7. 2.28 ・
　(2025)

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（特定化学物質の排出管理）
（事故時の措置に係る水質の汚濁の原因とな
る物質にPFOA等4物質を追加）の一部改正。
（施行5.4.1）

工場・事業所と市をテレメータで結ぶ発生源
水質自動監視システムによる常時監視を終了
した。
「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（六価クロム化合物の規制基
準及び地下水の浄化基準）の一部改正。（施
行6.4.1）

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（大腸菌群数を大腸菌数に
し、基準を改正）の一部改正。（施行7.4.1）

「大気汚染防止法施行規則等の
一部を改正する省令」（アスベ
スト規制の変更）を公布（施行
5.6.23、8.1.1）

更なる環境負荷の低減を図るとともに環境に
関する市民実感の向上に向けて「川崎市大
気・水環境計画」を策定。

「排水基準を定める省令の一部
を改正する省令の一部を改正す
る省令」（排水基準等の変更）
を公布（施行4.7.1）

「水質汚濁防止法施行令の一部
を改正する政令」（指定物質に
PFOA等を追加）を公布（施行
5.2.1）

「水質汚濁防止法施行規則等の
一部を改正する省令」（六価ク
ロム化合物の排水基準及び地下
水浄化基準の改正）（大腸菌群
数を大腸菌数にし、基準を改
正）を公布（施行6.4.1）（施行
7.4.1）

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する
条例施行規則」（排水の規制基準の変更）の
一部改正。（施行4.7.1）

本庁舎のデジタルサイネージにおいて、一般
環境測定局及び自動車排出ガス測定局におけ
る全ての測定項目の1時間値（速報値）の表示
を開始。

テレビ神奈川のデータ放送を活用した、一般
環境大気測定局の測定データの提供を終了。
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